
国が認定した地域再生計画に位置

付けられる地方公共団体の地方創

生プロジェクトに対して企業が寄附を

行った場合に、法人関係税から税額

控除される仕組みです。

損金算入による軽減効果（寄附額

の約３割）と合わせて、地方創生応

援税制による税額控除（寄附額の最

大６割）により、最大で寄附額の約９

割が軽減され、実質的な企業の負担

が約１割まで圧縮されます。

１．企業版ふるさと納税概要

赤穂市へのご寄附のお願い（企業版ふるさと納税）

２．企業様のメリット

法人関係税の軽減

（最大約９割）

社会課題解決に取り組む

企業としてのＰＲ効果
赤穂市との新たな

パートナーシップ構築



３．ご寄附いただく際のお手続き

１

企業

ご相談
お申し出

２

企業

ご寄附 ３

赤穂市

寄附受領証 ４

赤穂市

事業実施 ５

企業

税申告の
お手続き

●寄附金の入金
確認後、寄附受
領証をお渡しい
たします。

●寄附申出書受
付後に発行す
る納付書をご
使用いただき、
赤穂市会計管
理者口座に払
い込みをお願
いします。

●赤穂市企画政
策課にご相談く
ださい。

●ご意向を伺い、
寄附申出書をご
提出いただきま
す。

●寄附金を活用し、
地方創生事業
を実施いたしま
す。

●寄附企業様の
ご意向を確認
の上、企業名な
どを公表させて
いただきます。

●寄附受領証を
使用し、税務署
で税申告のお
手続きをお願い
いたします。

４．寄附金を活用して実施する事業

赤穂市は、人口減少に起因する社会課題を解決するため、次の施策に取り組んでい

ます。

本制度を活用し、企業様とのパートナーシップを構築しながら、社会課題の解決に向け

た事業を推進していきます。

「赤穂市とともにこの社会課題を解決したい」という事業アイデアがありましたら、ぜひ

ご連絡をお願いします。

【お問合せ先】

赤穂市 産業振興部 商工課 〒678-0292 兵庫県赤穂市加里屋81番地

TEL：0791-43-6838 FAX：0791-46-3400 MAIL：kigyoritchi@city.ako.lg.jp

赤穂市へのご寄附のお願い（企業版ふるさと納税）


